
○　主文
一　本件訴えを却下する。
二　訴訟費用は原告らの負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
１　被告が、昭和六三年一月一一日付で、株式会社日本イーディピーに対してなし
た別紙一産業廃棄物処理業許可証目録記載の産業廃棄物処理業許可処分を取り消
す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
二　請求の趣旨に対する答弁
（本案前の答弁）
主文同旨
（本案の答弁）
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
第二　当事者の主張
一　請求原因
１　被告群馬県知事は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理
法」という。）一四条に基づき、群馬県内において産業廃棄物の収集・運搬・処分
を業として行おうとする者に対する営業許可をするものであるところ、昭和六三年
一月一日、訴外日本イーディピー株式会社（以下「訴外会社」という。）に対し、
廃棄物処理法一四条に基づき、別紙一産業廃棄物処理業許可証目録（以下「本件許
可証目録」という。）記載の営業許可処分（以下「本件許可処分」という。）をな
した。
２　本件許可処分は、廃棄物処理法一四条二項に違反してなされた違法なものであ
り、取り消されるべきものである。
３　原告らは、いずれも本件許可証目録記載の「処理施設の設置場所」（以下「本
件最終処分場」という。）に隣接ないし近接した地域において、現に農業ないしド
ライブイン等の食堂を営んでいる者、または本件最終処分場付近に居住する者であ
り、本件許可処分により訴外会社が行う本件最終処分場における産業廃棄物の埋立
てに伴って発生する環境破壊によって、その生命・健康・農業・飲食業・生活環境
等に甚大な被害を被らざるを得ない立場にあるものである。
４　よって、原告らは、本件許可処分の取消しを求める。
二　被告の本案前の主張
１　行政事件訴訟法九条の行政処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有す
る者」とは、当該処分の取消しにより回復すべき自己の法律上の利益を有する者、
つまり当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は
必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
２　廃棄物処理法一四条一項本文は、「産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業とし
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を
受けなければならない。
」と定めており、右許可は、一般的に禁止されているところの産業廃棄物処理業に
つき、一定の要件を具備した申請者に対し、その禁止を解除し、その営業を適法に
行う自由を回復せしめる効果を有するものである。従って許可を受けた者に対し特
別の権利を付与するものではない。
他方、右許可は、許可を受けた業者の産業廃棄物処理施設における廃棄物の処分に
よって公害等の被害が出た場合に、当該処理施設の周辺住民に対し、右被害を受忍
する義務を課するものではない。すなわち、産業廃棄物処理業者に対する右許可
は、右処理施設の周辺住民に対し何らの権利義務の変動も、もたらさないものであ
る。
３　（一）廃棄物処理法は廃棄物を適正に処理することにより、公益であるところ
の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としており、これにより国
民が受ける利益は、いわゆる一般的、反射的利益であって、法の直接保護する利益
ではない。
（二）　産業廃棄物の処理業の許可は、前記のとおり、一定の要件を具備した申請
者に対し、その禁止を解除し、産業廃棄物処理業の営業を適法に行う自由を回復せ
しめる法律上の効果を有する処分であり、同法は右一定の要件について、一四条二



項一号で「その事業の用に供する施設及び申請者の能力が厚生省令で定める技術上
の基準に適合するものであること。」、二号で「申請者が第七条第二項第四号イか
らハまでのいずれにも該当しないこと。」と定めているのみであるところ、これら
の要件は、産業廃棄物を適正に処理するためのものであって、周辺住民の個人の権
利を直接保護するものではない。
４　以上によれば、本件許可処分にかかる本件最終処分場の周辺住民にすぎない原
告らは、本件許可処分につき法律上保護された利益を有さず、従って、本件許可処
分の取消しを求める「法律上の利益を有する者」とは言い得ないから、原告らは、
行政事件訴訟法九条に規定する原告適格を有しないものであり、本件訴えは、不適
法却下されるべきものである。
三　被告の本案前の主張に対する原告らの反論
１　（一）廃棄物処理法は、昭和四五年一二月二五日、公害や生活環境破壊が全国
的に多発し激化する中で、いわゆる「公害国会」において、公害対策基本法の精神
に則って、旧清掃法を全面的に再検討及び見直す形で新たに制定されたものであ
る。
（二）　廃棄物処理法は、「この法律は廃棄物を適正に処理し及び生活環境を清潔
にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」
（同法一条）としているが、この趣旨は、旧清掃法は、市街地における住民の生活
環境を、防疫上の見地から清潔な状態に保つことによって、公衆衛生の向上を図る
ものであったのに対して、廃棄物処理法は、人口密集地での清潔保持にとどまら
ず、公害対策基本法に規定する生活環境、すなわち人の生活環境の保全を、その目
的に加えたことにより、公害の防止に資する法律としての性格を新たに付与される
こととなったものであると解されている。
２　以上のような廃棄物処理法の制定経緯を考えると、廃棄物処理法の解釈におい
ては、公害対策基本法の精神は当然重要な解釈上の指針となるものである。そし
て、公害対策基本法が、その目的とする「国民の健康」及び「生活環境」は、その
法益の重大性、貴重性から単なる公益のみならず、具体的な国民個々人の健康、財
産といった個人的利益をも保護していると解するのが相当であることから、公害対
策基本法を受けて制定された廃棄物処理法における「生活環境」も、公益のみなら
ず、施設周辺住民の個人的利益すなわち生命、身体、財産等を具体的に保護目的と
していると解すべきである。廃棄物処理法一四条三項は、都道府県知事の許可に
は、生活環境の保全上必要な条件を付することができる旨規定しているが、これは
右のような意味での「生活環境」の保全が、許可の際の重要な指針となることを明
らかにしたものと解すべきである。
３　（一）廃棄物処理法一四条二項一号にいう「厚生省令で定める技術上の基準」
とは具体的には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和四六年厚生省
令第三五号、以下「廃棄物処理法施行規則」という。）一〇条のことであるが、同
条では産業廃棄物の収集、運搬、処分の各業務別に、技術上の基準を詳細に定めて
いる。例えば、「産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が
漏れるおそれのない保管施設」（同条一号ロ）、「搬入された産業廃棄物が飛散
し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれのない保管施設」（同
条一号ヲ）、「埋立処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産
業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設」（同条三
号イ）の如くである。
このような詳細な基準を定めた趣旨は、産業廃棄物が有する危険性に着目し、その
危険性によって被害を被る対象が、人間の生命、身体等の重要な法益であることか
ら、右法益を最大限に保護することであることは、言うまでもない。
このような法規制の姿勢、趣旨からすると、施行規則一〇条、廃棄物処理法一四条
二項一号は、単に、公益としての生活環境の保全のみを目的とし、周辺住民の個人
的利益は、公益の保護を通じて、反射的に保護されるに過ぎないという解釈は、詳
細な法規制の意図を全く無視した空疎なものであり、公益と併せて、それとは独自
の保護に値する価値、必要性を有するものとして、周辺住民の個人的利益を保護し
ていると解釈するのが相当である。
（二）　廃棄物処理法一四条二項二号では、廃棄物処理業許可の欠格要件として、
廃棄物処理法又は同法律に基づく処分に違反し罰金以上の刑に処せられた者
（イ）、許可を取り消されたことのある者（ロ）、その業務に関し不正又は不誠実
な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者（ハ）を対象とし
てあげている。



過去に、廃棄物処理法やそれに基づく処分に違反した経歴を有する者（イ）、
（ロ）のみならず、いわゆるおそれ条項（ハ）を設けて許可要件の一つとした趣旨
は、許可を行うにつき支障があるような場合に弾力的に対応するためであり、おそ
れ条項の適用にあたっては、厚生省廃棄物対策室長からの通知（甲第一号証の七、
九五七頁以下）で一応の基準を定めているが、その中に「法と同種の法目的を持っ
た法律（公害関連法規）又は、当該法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処
せられた」場合が含まれていることからしても、国民個々人の健康の保護を図るこ
とを主要な目的として、おそれ条項を設けたものと考えられるのであり、この点か
らも、周辺住民の個人的利益は、廃棄物処理法七条二項四号ハ、同法一四条二項二
号によって公益とは独自に保護目的とされていると解される。
（三）　廃棄物処理法を受けて制定された、群馬県における産業廃棄物の最終処分
場、中間処理施設、保管・積換施設、再生利用施設の用地の選定、構造及び維持管
理等の基準並びに事務手続等に関する基準（以下「用地選定基準」という。）は、
第一章第一１（１）において、最終処分場の立地環境として、最終処分場の用地は
当該最終処分場の位置、構造及び最終処分方法等から、「水質汚濁、悪臭、粉塵、
大気汚染、騒音及び振動等の公害発生のおそれのないものであること」と定めてお
り、更に同３では、最終処分場の立地に関しては、隣接地の地権者及び最終処分場
の敷地からおおむね五〇メートル以内に居住している者（（１））、最終処分場の
敷地から三〇〇メートル以内に所在する町内会又は区等の地域の代表者
（（２））、最終処分場の所在地を管轄する市町村の長（（４））等のいわゆる関
係者の承諾を要する、と定めている。
（四）　以上述べた、廃棄物処理法一四条二項、廃棄物処理法施行規則一〇条、用
地選定基準の内容からすれば、これらの規定が施設周辺住民の個人的な利益つまり
個々人の生命、身体、財産等を保護目的としている趣旨であることは明らかであ
り、このことからも、廃棄物処理法一四条二項が、単なる公益のみならず、それと
は独自に、施設周辺住民の個人的利益をも保護目的としていることが根拠づけられ
るものである。
４　以上によれば、廃棄物処理法一四条二項の規定は、単なる公益のみならず、廃
棄物処理施設の周辺住民の個人的利益をも具体的に保護するものであることは明ら
かであるところ、原告らは、本件最終処分場の周辺に居住し、処分場に廃棄された
産業廃棄物によって悪臭、粉塵、ばいじん等が生じた場合には、その生命、身体、
財産等を侵害される蓋然性のある者たちであるから、原告らは本件訴えの原告適格
を有するものである。
四　請求原因に対する認否
１　請求原因１の事実は認める。
２　同２は争う。
３　同３の事実は知らない。
五　被告の主張（本件許可処分の適法性）
１　産業廃棄物処理業の許可は、廃棄物処理法一四条二項の要件に合致すれば、許
可しなければならない処分であり、その要件は、次のとおりである。
ａ　その事業の用に供する施設及び申請者の能力が厚生省令で定める技術上の基準
に適合するものであること。
ｂ　申請者が廃棄物処理法七条二項四号イからハまでのいずれにも該当しないこ
と。
２　（一）右ａについては、廃棄物処理法施行規則一〇条一項三号で最終処分を業
として行う場合の基準を、以下のとおり定めている。
（１）　埋立処分を業として行おうとする場合その埋立処分を行おうとする産業廃
棄物の種類に応じ、
当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設
（２）　産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を適確に遂行するに足りる能力
（二）　（１）右（１）の産業廃棄物処理施設については、廃棄物処理法一五条の
規定するところである。
すなわち、
Ｉ　産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令七条の一定の
要件に該当する施設一の設置をしようとする者については、設置届の提出を義務付
けている（一五条一項）。
ＩＩ　産業廃棄物処理施設の設置については、厚生省令（最終処分場にあっては総
理府令、厚生省令）で定める技術上の基準に適合していないと認められるときは、



知事はその設置計画変更又は廃止することができるとされている（同条二項）。
ＩＩＩ　産業廃棄物処理施設の維持管理については、厚生省令（最終処分場にあっ
ては総理府令、厚生省令）で定める技術上の基準に従うべきこととされ（同条三
項）、都道府県知事は、産業廃棄物処理施設の構造又は維持管理が、この基準に適
合していないと認めるときは、改善を命じ、又使用の停止を命じることもできると
されている（同条四項）。右によれば、廃棄物処理法一五条の届出に基づき設置さ
れた施設は、当然に適法な施設であり、「その埋立処分を行おうとする産業廃棄物
の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場」であるといえる。
本件最終処分場も、同法一五条の届出に基づき設置された施設であるから、当該産
業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であるといえる。
（２）　また、本件最終処分場は、ブルドーザーその他の施設についても、ブルド
ーザー、バックホー、散水車等必要なものを備えている。
（三）　前記（２）の申請者の能力については、単に「産業廃棄物の埋立処分を適
確に遂行する能力」と定めでいるだけであり、昭和四九年四月一三日厚生省令生活
衛生局長通知に基づき、その能力については、厚生大臣の認定した講習会の受講者
と同等以上の者がいるということで運用しているところ、訴外会社の従業員である
Ａは、技術管理者の資格を有しているうえに講習会をも受講しているのであるか
ら、訴外会社には、産業廃棄物の埋立処分を適確に遂行する能力があるといえる。
（四）　以上によれば、本件最終処分場の施設及び申請者の能力は、厚生省令で定
める技術上の基準を満たしているのであるから、
この点に関しては、本件許可処分は適法である。
３　（一）次いで、前記ｂの要件については、廃棄物処理法七条二項四号は、欠格
条件であり、申請者（申請者が法人の場合は、その業務を行う役員を含む。）が、
左記の要件に該当しないことが必要である。
記
イ　廃棄物処理法、又は廃棄物処理法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過し
ない者
ロ　廃棄物処理法七条一一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から
二年を経過しない者
ハ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をすると認めるに足りる相当の理由があ
る者
（二）　（１）訴外会社が、右イ及びロの要件に該当しないことは明らかである。
（２）　右ハの要件は、いわゆる「おそれ条項」であるところ、被告は、本件許可
処分に際し、訴外会社が右ハの要件に該当することを認めるに足りるような事実に
接していない。
（三）　以上によれば、訴外会社は、右いずれの欠格要件にも該当しないものと認
められる。
４　以上述べたところによれば、本件許可処分は、法の規定する要件を満たした適
法なものであり、何ら違法な点はない。
六　被告の主張に対する認否及び反論
（認否）
１　被告の主張１の事実は認める。
２　（一）同２（一）の事実は認める。
（二）　（１）同２（二）（１）の事実中、産業廃棄物処理施設について、廃棄物
処理法一五条が規定していること、本件最終処分場は、同条に規定する届出に基づ
き設置された施設であることは認め、その余の事実は否認する。
（２）　同（２）の事実は知らない。
（三）　同２（三）の事実中、訴外会社に産業廃棄物の埋立処分を適確に遂行する
能力があることは否認し、その余は知らない。
（四）　同２（四）の事実は否認する。
３　（一）同３（一）の事実は認める。
（二）　同３（二）（１）の事実は認め、同（２）及び（３）の事実は否認する。
４　同４の事実は否認する。
（反論）
１　廃棄物処理法は、一四条以下において、産業廃棄物業者が、産業廃棄物の「収
集・運搬、又は処分」を業として行う場合における許可制度及びその許可基準を定
めている。そして、本件最終処分場のような「管理型最終処分場」の処理施設の設



置届出及びその営業許可に関しては、廃棄物処理法七条、一四条及び一五条で基本
的事項を定めている。
そのほか、その手続及び基準等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行令（昭和四六年政令第三〇〇号、以下「廃棄物処理法施行令」という。）、廃棄
物処理法施行規則及び一般産業廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に
係る技術上の基準を定める命令（昭和五二年総理府・厚生省令第一号、以下「共同
命令」という。）に定めがあり、さらに群馬県は、右法令・規則の規定に基づき、
それらの規定を具体的に実行するために、群馬県産業廃棄物処理施設の事前協議な
どに関する規程（以下「事前協議規程」という。）、用地選定基準及び群馬県産業
廃棄物処理などの基準に関する規程一以下「廃棄物処理基準規程」という。）を制
定、施行して、産業廃棄物の処理施設の届出に関する（１）事前協議（２）用地の
選定などの基準（３）廃棄物処理に関する基準などについての手続及び審査並びに
許可基準を定めて、その適正なる規制をしている。
２　（一）最終処分場の処理業の許可の技術上の基準については、廃棄物処理法一
四条一項一号の規定を受けて、廃棄物処理法施行規則一〇条において「技術上の基
準に適合する施設及び能力」について定めている。右施行規則の立法趣旨は、廃棄
物処理業者の行う操業によって生ずる公害や環境の悪化を防止するために、処理業
者の営業許可条件として、技術上及び能力上の基準を規定したものである。右立法
趣旨に鑑みると、産業廃棄物の最終処分を行うにあたっては、まず、廃棄物処理法
施行令六条に規定する基準に適合した埋立可能な適地の選定がまず必要な条件とな
る。例えば、砂利などを採取した後の湧出水が自然に貯溜するような窪んだところ
に、地下水汚染の恐れのある産業廃棄物を埋め立てることは、不適当な土地の選定
であり、立地上不適格である。
（二）　産業廃棄物処理の最終処分場の用地の選定に関し、用地選定基準は、最終
処分場の用地は、位置、構造及び処分方法などから次の条件に適合するものでなけ
ればならないと規定している。
（１）　地下水・河川・水路などの水質を汚染する恐れのないものであること。
（２）　地滑り・土砂崩れその他の災害の発生する恐れのないものであること。
（３）　湧水がなく、地下水位の低い場所であること。
（４）　透水性の低い地質であること。
（三）　最終処分場施設の技術上の基準については、廃棄物処理法一五条二項の規
定を受けて、共同命令一条及び二条において、その構造基準が定められている。右
共同命令二条が準用する一条一項一号ないし六号において、管理型の産業廃棄物最
終処分場につき、次の構造基準が遵守されなければならないとされている。
（１）　埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防
止することができる開渠その他の設備が設けられていること（六号）。
（２）　埋立処分の場所（埋立地）の周囲には、みだりに人が埋立地に入るのを防
止することができる囲い（防護柵）が設けられていること（一号）。
（３）　埋立地には、埋立地外からの雨水が入らないよう必要な措置（雨水の集水
と排水設備）が講じられていること（五号）。
（四）　しかるに、本件許可処分に係る本件最終処分場施設（以下「本件施設」と
いう。）の用地は、右（二）で述べた最終処分場施設用地の選定基準に反するもの
で、最終処分場施設用地としては不適格なものであると同時に、本件施設の構造
は、右（三）で述べた構造基準が履践されていないものであるから、用地選定基準
及び共同命令に反するものである。本件許可処分は、右の違法を看過してなされた
ものであるから違法な処分である。
３　本件施設は、雨水の排水処理設備が一部完成しておらず、廃棄物処理法一四条
二項一号に基づいて定められている廃棄物処理法施行令の技術上の基準に適合して
いない違法なものであるところ、本件許可処分は、右の違法を看過してなされた違
法な処分である。
４　（一）本件施設用地内には、法定外公共物である「里道・赤線道路」（以下
「本件道路」という。）が存在している。
本件道路は、一般に認定外道路と称されているものであり、国有財産であり、その
国有財産法上の管理者は被告である。他方、群馬県吾妻郡＜地名略＞（以下単に、
「＜地名略＞」という。）は、地方自治法二条二項及び同村の定める公共物使用な
どに関する条例により、本件道路の機能及びその維持・管理権を有している。
ところで、被告は、本件道路をも含有している本件施設につき、本件道路用地の占
有・使用を前提にして、本件許可処分を行っているが、これは以下に述べるとお



り、重大な法律違反である。
（二）　（１）昭和六一年五月一〇日付で、厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄
物対策室長から各都道府県宛に発せられている「産業廃棄物処理業の許可事務遂行
上の留意事項について」と題する通知（以下「厚生省産業廃棄物対策室長通知」と
いう。）によれば、産業廃棄物処理の営業許可について、「廃棄物処理法一四条一
項及び五項に規定する産業廃棄物処理業の許可は、許可申請者が、……『適法に使
用することができる施設を現に所有し』、又は『使用する権限を有している』こと
を確認した後において行うものとすること。」と指示・指導している。
（２）　本件道路のような未認定道路（法定外公共物）を国有財産法に基づいて管
理している建設省は、会計課長名で、昭和五〇年一月二〇日各都道府県知事（建設
省所管国有財産部局長）に対し、「ゴルフ場敷地内に介在する公共用財産処理につ
いて」と題する次のような通知を発している。
「建設省所管国有財産部局長は、ゴルフ場造成工事にかかる必要な許認可を所掌す
る関係機関と連絡を密にして、当該敷地内に介在する公共用財産（里道等）の有無
を確認し『公共用財産が存在する場合には造成工事の着工前に当該公共用財産の用
途廃止の手続をとらせ、いやしくも公共用財産が不法占有・使用され、事務手続の
完了前に形状変更されないようにする』こと」
（三）　右（二）で述べたところによれば、本件道路のような未認定道路である法
定外公共物については、まず、被告が、本件道路の道路としての用途廃止の手続を
訴外会社にとらせ、右用途廃止の手続完了後、一般国有財産として大蔵省に引き継
ぎ、しかる後に、訴外会社が同省から払下げ処分などによって本件道路の所有権を
取得しない限り、本件道路は、本件施設用地として占有・使用できないものであ
る。
（四）　ところが、被告は、原告らの右の点についての指摘に全く耳を傾けず、本
件道路を含んだ土地を本件施設用地として使用することを目的とした本件許可処分
を行ったものであるから、本件許可処分には、重大な法律違反があったものであ
る。
５　（一）廃棄物処理法一四条二項、七条二項四号ハによれば、都道府県知事は、
「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当
の理由がある者」に対しては、廃棄物処理に関する営業許可を与えてはならないと
規定しており、右規定は一般に「おそれ条項」と呼ばれている。
（二）　前記厚生省産業廃棄物対策室長通知によれば、許可申請者が、以下の事例
に該当する場合に、その資質及び社会的信用の面から適切な業務運営を当初から期
待できないことが明らかである場合には、「おそれ条項」に該当するものとして不
許可処分にすることができるものとしている。
（１）　廃棄物処理法に係わる違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積して
いる場合
（２）　その他右と同程度以上に適確な業務遂行を期待し得ないと認められる場合
（三）　訴外会社が、本件許可処分を得るための一連の行動に着手してから、本件
許可処分を得るまでの間に、訴外会社には、以下に述べるような事実があった。
（１）　訴外会社は、本件許可処分に係る本件施設を設置するために、昭和五九年
一一月一三日事前協議規程に基づき、中之条保健所を経由して群馬県に対し、事前
協議書を提出したところ、群馬県衛生環境部環境衛生課長は、右事前協議規程に基
づき、訴外会社に対し、昭和六〇年一〇月二六日付で、前記事前協議書の審査結果
についての通知を発し、本件施設に関する訴外会社の事前計画に対し、（１）本件
施設の所在地を管轄する東村村長の承諾及び同村議会の納得を得た上で、実施計画
書の提出を行うこと、（２）実施計画書作成後、群馬県北群馬郡＜地名略＞に説明
し、同村の了承を得たうえで、実施計画書を提出すること、（３）本件道路に関し
ては、東村及び中之条土木事務所と協議のうえ実施計画書を作成すること、以上の
三項目を含む一一項目の修正指示を行ったが、訴外会社は、右三項目の修正指示に
全く従わなかった。
（２）　用地選定基準四条によれば、訴外会社は、本件施設設置に関して、（１）
本件施設の隣接地の地権者及び本件施設の敷地から五〇メートル以内に居住してい
る者の承諾、及び（２）本件施設の敷地から三〇〇メートル以内に所在する町内会
又は区等の地域の代表者の承諾を得なければならないところ、訴外会社は、右いず
れの承諾も得ていない。
（３）　訴外会社は、群馬県衛生環境部環境衛生課等の指導により、昭和六二年一
一月二一日付で中之条保健所に対し、本件施設の排水処理施設などに関する変更届



を行っているが、右変更届にかかる施設変更のうち、本件施設内に設置する計画に
なっている雨水の排水処理に関する設備が一部行われたのみで、その余は全くなさ
れておらず、未完成のままである。
（４）　訴外会社は、本件施設の工事開始後の昭和六二年夏ころ、右施設の敷地内
から掘削採取した大量の土砂を右施設の上流にある吾妻川の河川敷内に無断で不法
投棄した。この事実を発見した中之条土木事務所から訴外会社に対し、直ちに投棄
した土砂を撤去して原状に復するよう命令が出されたため、訴外会社はやむなく右
土砂を撤去したが、完全に撤去しきれなかった。
（５）　訴外会社は、いわゆる「えせ同和」団体や暴力団的右翼団体を使って、本
件施設の設置に反対する原告ら住民や現東村村長Ｂらに対し、再三かつ長期にわた
って犯罪行為に該当する脅迫やいやがらせを行い、原告らの反対運動を切り崩し押
し潰そう、との悪意に満ちた工作を重ねてきた。
（四）　右（三）で述べた訴外会社の一連の行動は、廃棄物処理法一四条二項、七
条二項四号ハに該当するものというべきであり、このことは（二）で述べた厚生省
産業廃棄物対策室長通知に照らしても明らかである。
（五）　以上によれば、訴外会社は、廃棄物処理法上、廃棄物処理の営業許可を受
けることのできない不適格者であるから、このような者に対し、産業廃棄物処理業
を許可した本件許可処分は違法なものと言うべきである。
６　以上述べたところによれば、本件許可処分は、廃棄物処理法をはじめとして、
関連法規に多々違反した違法な行政処分であるから、取り消されるべきものであ
る。
第三　証拠（省略）
○　理由
一　被告が、本件許可処分をなしたことは、当事者間に争いがない。
二　そこで、原告らに、本件許可処分の取消しを求める当事者適格があるか否かに
ついて検討する。
１　行政事件訴訟法九条は、行政処分の取消しの訴は当該処分の取消しを求めるに
つき法律上の利益を有する者に限り、提起することができると定めている。そし
て、ここにいう「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若し
くは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者を
いうと解すべきである。
２　ところで、右の「法律上保護された利益」があるといえるためには、処分の根
拠となった行政法規が当該個人的利益の保護を目的としていることが必要である。
すなわち、行政法規が専ら公共の利益の保護を目的としているときに、公益の利益
が保護される結果として、特定の者の個人的利益が反射的に保護を受けることとな
る場合があるが、このような、いわゆる反射的利益は、法律上保護された利益とは
いえないのである。
もっとも、処分の根拠となった行政法規が、公共の利益と並んで、それら反射的利
益の全部又は一部をも保護していると解釈されるときは、右の個人的利益は法律上
保護された利益であるということができる。
３　これを本件についてみるに、
（一）　保護法益
（１）　まず、廃棄物処理法の目的については、同法一条が「廃棄物を適正に処理
し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を
図ることを目的とする。」と定めている。したがって同法が生活環境の保全及び公
衆衛生の向上という公共の利益を保護の目的としていることは明瞭である。
（２）　ところで、廃棄物処理法一四条一項は産業廃棄物処理業の一般的禁止を定
める規定であり、本件処分の根拠規定である同条二項は、都道府県知事が右禁止を
解いて処理業を許可するのに必要な要件を定める規定である。
同条一項は、「産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、当
該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならな
い。」と定める。この一般的禁止規定は、産業廃棄物の処理を業として行おうとす
る者に対して必要な規制を加えるためのものであり、公益保護の規定であることが
明らかである。
同条二項は、「都道府県知事は、前項の許可の申請が次の各号に適合していると認
めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と定め、（１）許可申請者
が厚生省令で定める技術上の基準に適合する施設及び能力を有し（一号）、かつ、
（２）同法七条二項四号イないしハの欠格事由に該当しないこと（二号）を要求し



ている。この処分要件は、一項の目的とする公益の実現を阻害しないためのもので
あると解されるから、これまた公益保護のための規定であるということができる。
（二）　個人的利益の保護
ところで、原告らは、本件施設の周辺において農業等を営む者、あるいは本件施設
の周辺に居住する者であり、本件施設における産業廃棄物処理業の操業によって、
その生命、健康に危険が生じ、農業等の生計活動が阻害され、良好な自然環境を奪
われる立場にあるとして、本件許可処分の取消しを求め、同法一四条二項は、公益
のみならず、それとは独自に、処分場等の施設周辺の住民の個人的利益をも保護し
ていると解すべきであると主張している。そこで、廃棄物処理法が、右付近住民の
利益につき、それが帰属する住民個々人の個別具体的利益としてもこれを保護すべ
きものとしているか否かにつき検討する。
（１）　同法一四条二項一号は、前記のとおり、産業廃棄物処理の事業施設及び申
請者の能力が厚生省令の定める技術上の基準に適合することを要求しているが、こ
れを受けて、厚生省令たる廃棄物処理法施行規則一〇条は、技術上の基準に適合す
る施設及び能力について、別紙二のとおり規定している。
右の定めは、産業廃棄物処理業許可の申請者が行おうとする産業廃棄物処理業務の
種類に応じ、これを三つの場合に分けて規定しているが、そのうち、産業廃棄物の
収集又は運搬を行う場合には、「産業廃棄物の飛散、流出、悪臭漏れ、地下浸透な
どのおそれのない運搬・保管施設」等を規定しており、また本件許可処分の対象業
務である埋立処分を行う場合には、「処分する産業廃棄物の種類に応じ、当該産業
廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設」と「処分を
適確に遂行できる能力」を規定している。これは、申請者に対し、一定の物的及び
人的能力を要求することにより、当該廃棄物処理事業の適正な運営を図ろうとする
ものに外ならない。
（２）　同項二号は、申請者が同法七条二項四号イからハまでのいずれにも該当に
ないことを定めているが、右七条二項四号イからハは左記のとおりである。
記
イ　この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ　同法七条一一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経
過しない者
ハ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相
当の理由がある者
右は、いわゆる欠格要件といわれるもので、産業廃棄物処理事業に関する申請者の
一般的適性についてのものであり、要するに、法に従った適正な廃棄物処理事業の
運営を期待し得ない者ないしは当該産業廃棄物処理事業を行うにふさわしくない者
を類型化して排除しているものである。
（３）　以上によれば、同法一条の掲げる生活環境の保全及び公衆衛生の向上とい
う目的を受けて、同法一四条二項一号は、産業廃棄物の処理が適正に行われるよう
にすることを、同項二号は、健全な産業廃棄物処理業者を処理事業に参加させるこ
とを、それぞれ目的としているものと認められる。そして、同項は、右の産業廃棄
物の適正処理及び健全な産業廃棄物処理業者の処理事業参加を、現在及び将来にお
ける国民の一般的公益として保全しようとする立場をとるものであると考えられ
る。そうすると、右の公益に包含される国民の個々人に帰属する具体的利益は、右
の公益の保護を通じて反射的に保護される利益という地位に立つことになる。そし
て、同項が処分場付近住民各個人の利益を直接個別的に保障しているという解釈
を、同項の趣旨から導くことは困難である。なお、その他同法には、同条二項が付
近住民の個別的利益を保障したものであると解する根拠となるような規定は見当た
らない。
（三）　ところで、原告らは、廃棄物処理法を受けて制定された用地選定基準三条
及び四条（その内容は別紙三記載のとおりである。なお用地選定基準は、昭和五六
年一二月一六日定められた「群馬県における産業廃棄物の最終処分場、中間処理施
設、保管・積換施設、再生利用施設の用地の選定、構造及び維持管理等の基準並び
に事務手続等に関する基準」を改正したものであり、改正前の基準中で、右三条及
び四条に該当する規定は別紙四記載のとおりであって、改正の前後で基本的な変更
はないものである。）は、廃棄物処理施設の周辺住民の個々人の個別的利益を保障
した規定である旨主張するところ、たしかに右用地選定基準は、廃棄物処理法の目
的を受けて制定されたものであり、その趣旨とするところは、行政権に対し、廃棄



物処理施設の設置にあたっては、施設周辺住民の意思を出来る限り尊重すべきこと
を求めているものと解されるが、右規定（ないしは用地選定基準そのもの）は、あ
くまで産業廃棄物処理施設の設置に際しての行政指導に関する指針にすぎないもの
であるから、これがあるからといって、廃棄物処理法一四条二項が付近住民の個別
的利益を保護目的とするものであると推論するのは相当でない。
（四）　以上を要するに、原告らは、廃棄物処理法一四条二項によって保護された
権利利益を有せざる者であり、本件許可処分によって権利利益を必然的に侵害され
るおそれのある者でもないということになるから、本件許可処分の取消しを求める
法律上の利益を有せず、行政事件訴訟法にいうところの原告適格を欠くものといわ
ざるを得ない。
４　以上の次第で、原告らの本件訴えは、いずれも不適法であるから、これを却下
することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九
三条を適用して主文のとおり判決する。
（裁判官　清水悠爾　高橋祥子　大久保正道）
別紙二
廃棄物処理法施行規則第一〇条（以下、「法」とは廃棄物処理法であり、「令」と
は廃棄物処理法施行令である。）
法第一四条第二項第一号の規定による厚生省令で定める技術上の基準に適合する施
設及び能力は、次のとおりとする。
一　収集又は運搬を業として行う場合
イ　産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、
運搬船、運搬容器その他の運搬施設
ロ　産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれ
のない保管施設
ハ　産業廃棄物の収集又は運搬を適確に遂行するに足りる能力
ニ　処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。）を業と
して行う場合
イ　汚でいの処分を業として行う場合には、当該汚でいの処分に適する脱水施設、
乾燥施設、焼却施設その他の処理施設
ロ　水銀若しくはその化合物を含む汚でい（令第六条台一号イ（３）に規定する汚
でいに係る総理府令で定める基準又は同条第三号ロ（３）の総理府令で定める基準
に適合しないものに限る。）又は当該汚でいを処分するために処理したもの（令第
六条第一号二の同号イ（３）に規定する汚でいを処分するために処理したものに係
る総理府令で定める基準に適合しないものに限る。）の処分を業として行う場合に
は、当該汚でい等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処
理施設
ハ　令別表第二の二の項から六の項まで、八の項及び十の項から十二の項までの下
欄に掲げる物質を含む汚でい（令第六条第一号イ（４）の汚でいに係る総理府令で
定める基準、同条第三号ロ（４）の総理府令で定める基準、同号ロ（５）の総理府
令で定める基準又は同号ロ（９）の総理府令で定める基準に適合しないものに限
る、３）又は当該汚でいを処分するために処理したもの（令第六条第一号イ（４）
の汚でいを処分するために処理したものに係る総理府令で定める基準に適合しない
ものに限る。）の処分を業として行う場合には、
当該汚でい等の処分に適するコンクリート固型化施設その他の処理施設
ニ　シアン化合物を含む汚でい（令第六条第一号イ（５）に規定する汚でいに係る
総理府令で定める基準又は同条第三号ロ（６）の総理府令で定める基準に適合しな
いものに限る。）又は当該汚でいを処分するために処理したもの（令第六条第一号
トの同号イ（５）に規定する汚でいを処分するために処理したものに係る総理府令
で定める基準に適合しないものに限る。）の処分を業として行う場合には、当該汚
でい等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設
ホ　廃油の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、
焼却施設その他の処理施設
へ　廃酸又は廃アルカリ（シアン化合物を含むものを除く。）の処分を業として行
う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設
ト　シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリの処分を業として行う場合には、当該
廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設の他の処理施設
チ　廃プラスチック類の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処
分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設



リ　ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施
設、切断施設、焼却施設その他の処理施設
ヌ　廃ＰＣＢ等（令第六条第一号チに規定する廃ＰＣＢ等をいう。以下同じ。）、
ＰＣＢ汚染物（令第六条第一号カに仮定するＰＣＢ汚染物をいう。以下同じ。）又
はＰＣＢ処理物（令第六条第三号イに規定するＰＣＢ処理物をいう。以下同じ。）
の処分を業として行う場合には、当該ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の
処分に適する焼却施設洗浄施設その他の処理施設
ル　その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行お
うとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設
ヲ　搬入された産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し並びに悪臭が漏れ
るおそれのない保管施設
ワ　産業廃棄内の処分を適確に遂行するに足りる能力
三　埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ　埋立処分を業として行う場合には、その埋立処分を業として行おうとする産業
廃棄物の種類に応じ、
当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設
ロ　海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自
動航行記録装置を装備した運搬船
ハ　産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を適確に遂行するに足りる能力
別紙三
群馬県産業廃棄物最終処分場等の用地の選定、構造及び維持管理等に関する基準
第一節　最終処分場の用地の選定等に関する基準
（立地環境）
第三条
１　項　最終処分場の用地は、当該最終処分場の位置、構造及び処分方法等から、
次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一　水質汚濁、悪臭、粉じん、大気汚染、騒音及び振動等の公害の発生のおそれの
ないものであること。
二　飲料用水の水源、地下水、河川、水路及び湖沼等の水質を汚染するおそれのな
いものであること。
三　地滑り、土砂崩れその他の災害のおそれのないものであること。
四　産業廃棄物を搬入するための道路が、搬入のための車両の通行により、当該道
路を利用する者の安全及び利便を阻害するおそれのないものであること。
五　周辺地域の土地利用計画に支障を生じないものであること。
２　項　最終処分場の用地は、前項各号の条件のほか可能な限り次の各号に適合す
るものでなければならない。
一　最終処分場設置者の所有するものであること。
二　湧水が無く、地下水位の低い場所であること。
三　透水性の低い地質であること。
四　都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律及びその他の土地利用に関する
法令に基づく規制地域を含まないこと。
（関係者の承諾）
第四条
１　項　最終処分場は、その立地に関し、次の各号に掲げる者の承諾が得られるも
のとする。
一　最終処分場の隣接地の地権者及び最終処分場の敷地からおおむね五十メートル
以内に居住している者
二　最終処分場の敷地から三百メートル以内に所在する町内会又は区等の地域の代
表者
三　最終処分場からの放流水、雨水等を排出する河川、水路等の管理者並びに当該
排出により影響を受けると考えられる範囲の水利権者及び農業者等の水利用者又は
当該水利用者の団体の長
四　最終処分場の所在地を管轄する市町村の長
別紙四
群馬県における産業廃棄物の最終処分場、中間処理施設、保管・積換施設、再生利
用施設の用地の選定、
構造及び維持管理等の基準並びに事務手続等に関する基準
第一章　最終処分場の用地選定及び構造に関する基準



第一　用地の選定基準
１　立地環境
最終処分場の用地の立地環境は、次の諸条件を可能な限り満たすことが必要である
こと。
（１）　周辺の住宅、田、畑、山林等に、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、粉じ
ん、悪臭等の公害の発生のおそれがないこと。
（２）　都市計画決定された道路、河川及び公園並びに自然公園地域、特定環境保
全地域及びその他土地利用を規制されている地域を含まないこと。
（３）　地下水、河川、水路、湖沼の環境を汚染しないこと。
（４）　上水道、簡易水道等の水源を汚染しないこと。
（５）　周辺の地形の変更を伴う埋立処分を行っても、地滑り、土砂崩れ等の自然
災害の発生のおそれがないこと。
（６）　覆土用の土砂が、付近から得られること。
（７）　湧水がなく、かつ、地下水位が低いこと。
（８）　透水性の低い地質であること。
（９）　周辺の土地利用及びその将来計画上、支障がないこと。
３　地元の承諾
次に掲げる者から、産業廃棄物の最終処分場の設置についての承諾が得られるこ
と。
（１）　隣接地の地権者及び敷地境界からおおむね五十メートル以内に居住する者
（２）　敷地境界から三百メートル以内に所在する町内会又は区等の代表
（３）　施設からの放流水、雨水等が流入する河川、水路等の管理者、関係水利権
及び利用者並びに下流に耕作地がある場合は、その耕作者及び農業団体の長
（４）　施設の所在市町村の長


